
インドネシアの輸入手続きの仕組み
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自己紹介
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1975/4～1981/6 ヤマハ㈱入社 インドネシア工場立上支援分野配属

1981/6～1987/3 インドネシア工場生産課長 電子鍵盤楽器の組立生産

1987/3～1995/7 インドネシア工場長 電子楽器、ピアノ、ギターの輸出拠点化

1995/7～2005/3 帰国、インドネシアを普及品の生産拠点化するプロジェクト

2005/3～現在 ヤマハ退職、インドネシア進出サポートコンサルタントとして独立

インドネシア語翻訳・通訳

静岡大学客員教授、専修大学客員講師

独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)専門家

独立行政法人 中小企業基盤整備機構アドバイザー

一般社団法人海外事業支援センター(OBAC)アドバイザー

一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS）講師

一般社団法人日本インドネシアビジネス協会(ABJI)理事

などを経歴し、これまでのインドネシア進出支援企業数は約100社

インドネシアと
の関わりも50
年になりまし

た



セミナー要旨
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• インドネシアは今後も毎年5%以上の経済成長率が期待され、その60%が国内
消費に占められています。

• この大きく拡大する国内市場をを狙い、日本からも輸出、現地販売会社設立、
現地製造販売会社設立などの形での事業展開が期待されます。

• これらの事業展開には、インドネシア側での、材料あるいは完成品の輸入が伴
います。

• 輸入手続きは通常は、乙仲や海運会社などの代理店に一任しますが、その概
要を知っているのと、全く知らずに任せるのでは、トラブル回避の面で大きな違
いがあると思われます。

• そこでこのセミナーでは、インドネシアでの輸入手続きについて、少し詳しく解説
してみます。
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輸入業務全体図

5まるわかりインドネシアの輸入業務

https://www.hmkt.jp/65_import.pdf


1. 輸入準備
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• 個人または法人の輸入者は、税関登録番号（NIK:Nomor Identitas Kepabeanan）を、税関総局か
ら取得しなくてはならない。

• 一般の輸入者は、一般輸入者登録番号（API-U:Angka Pengenal Importir Umum）を、OSSシステ
ム上で提供される。

• 製造業の輸入者は、一般輸入者登録番号（API-P:Angka Pengenal Importir Produsen）を、OSSシ
ステム上で提供される。

• 特定の製品の輸入者は、特定輸入者登録番号（NPIK:Nomor Pengenal Importir Khusu）を、商業
省から取得しなくてはならない。

• 特定の製品の輸入者は、特定製品登録輸入者（ITPT:Importir Terdaftar Produk Tertentu）を商業
省から取得しなくてはならない。

• 上記の輸入資格とは別に、物品の種類により以下の許認可を取得する必要がある。

1. 特定製品輸入枠（鉄鋼製品、繊維製品、他） ：商業省あるいは工業省
2. 特定工業原材料バランスシステム/事業・輸入許可（SINAS NK:Sistem Nasional Neraca Komoditas）：商業

省
3. 食品・医薬品安全認証/販売許可：医薬品・食品監督庁（BPOM）
4. インドネシア国家標準/輸入販売安全規格（SNI:Standar Nasional Indonesia）:LSPro-Pustan（Lembaga 

Sertifikasi Produk Pusat Standarisasi）
5. HALAL認証/イスラム戒律使用許可：ハラル製品保証実施庁（BPJPH:Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal）

https://www.hmkt.jp/49_bpom.pdf
https://www.hmkt.jp/48_sni.pdf
https://www.hmkt.jp/47_halal.pdf


2. 書類準備
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• 船（または飛行機）が港に到着する前に、税関総局に提出する物品輸
入申告書（PIB:Pemberitahuan Barang Impor）を準備する。

• 税関申告書には以下の書類を添付する。

1. 商業送り状（Commercial Invoice）
2. 梱包リスト（P/L:Packing List）
3. 船荷証券（B/L:Bill of Lading空輸の場合はAWB:Air Way Bill）
4. 納税証明書（輸入税、輸入時前払法人税、輸入時付加価値税）
5. 原産地証明書（Certificate of Origin 特恵関税適用の場合必要）
6. Master List（新規・追加投資に対する設備・材料輸入税減免認可）



3. 税金支払
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• 輸入時に支払うべき税金を指定の口座に納入し、税関申告書に添付する納税証明書を用意する。

税金名称 金額計算方法

輸入税
Bea Msuk

CIF×関税率
関税率はHSコードに基づき、0%から150%に分類される。

インドネシアが提供する特恵関税を使える場合は原産地証明
書を提出する。

付加価値税 PPN:
Pajak Penambahan Nilai CIF×11%（2025年から12%）

前払法人税 PPh22
Pajak Penghasilan CIF×2.5%（APIを所有しない場合は7.5%）

奢侈品販売税 PPnBM
Pajak Penjualan Barang Mewah

CIF×税率
税率は物品により5%から95%に分類される。

https://www.hmkt.jp/93_yunyuzei.pdf


4. 貨物陸揚
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• 工業材料、工業製品などのほとんどは、①のジャカルタTanjung Priok港、あるいは③のスラバヤ
Tanjung Perak港で陸揚げされる。

• 最近新たに開設された輸入港として、⑪の西ジャワ州Patimban港がある。

• 保税加工区としての、⑫のバタム島Sekupang港は加工区専用の港である。
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5. 税関申告
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• 最初に海運会社が税関に船舶の到着予定を通知する。

• 港到着後24時間以内に、海運会社は税関事務所に積荷リストの申告をする。

• 貨物は税関区域内に陸揚され、海運会社は税関事務所に対しコンテナーリスト等を提出する。

• 輸入者は下記の輸入書類を税関事務所に提出する。

1. 物品輸入申告書（PIB:Pemberitahuan Barang Impor）
2. 商業送り状（Commercial Invoice）
3. 梱包リスト（P/L:Packing List）
4. 船荷証券（B/L:Bill of Lading空輸の場合はAWB:Air Way Bill）
5. 納税証明書（輸入税、輸入時前払法人税、輸入時付加価値税）
必要に応じ 原産地証明書（Certificate of Origin 特恵関税適用の場合必要）
必要に応じ Master List（新規・追加投資に対する設備・材料輸入税減免認可）



6. 物品検査
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1. 物品検査とは書類と現物の検査を意味する。
2. 検査の対象は赤色コースに特定されたもの。

• 赤色コースの特定事例：新規輸入者、高リスク範疇の輸入者/物品、暫定輸入物品、再輸入
物品、抜き取り検査該当、その他政府指定物品。

3. 検査費用は無料であるが、そのための保管場所や運搬作業の費用は輸入者負担となる。
4. 検査は管轄の税関吏が行う。
5. 検査は仮保管場所、税関区域内、あるいは保税区域内で行われる。
6. 検査数は10%あるいは30%の抜き取りとする。
7. 検査手順

• 赤色コース通知書の発行に基づき、輸入者は書類と物品を準備する。
• 検査官により書類と物品の照合が行われる。

8. 輸入者の義務
• 稼働日翌日の12:00までに全ての書類を準備する。
• 稼働日翌日の12:00までに検査場所に物品を準備する。
• 検査に立ち会う。
• 検査対象の物品を提供する。

9. 検査結果による罰則
• 書類提出の遅れ：書類が揃うまで輸入申請は受け付けられない。
• 物品の準備の遅れ：物品の準備が完了するまで輸入申請は受け付けられない。
• 物品を提供しない：Rp.25百万の罰金。
• 数量違いによる輸入税の支払不足：不足額の100%から最高1,000%に相当する罰金。
• 数量あるいは品目の意図的な虚偽申告：密輸実行犯として、1年から最高10年の実刑、ある

いはRp.50百万から最高Rp.5,000百万の罰金。



7. 物品引渡
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• 輸入者は税関が発行する物品引渡承認書（SPPB:Surat Persetujuan Pengeluaran Barang）に基づき、
税関地区から物品を搬出することが出来る。

• 輸入者は税関が発行する物品引渡承認書（SPPF:Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik）に基づ
き、税関地区から物品を搬出し、自社の場所において物品検査を受けることが出来る。



8. KITE輸入（参考）
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• KITE（Kemudahan Impor Tujuan Ekspor）は輸出奨励制度で、売り上げに占める輸出比率が50%未
満で、保税地区の条件を満たさない場合に活用出来る。

• KITE制度には、輸入の際の輸入税、前払法人税、付加価値税、奢侈品販売税を免除する方法と、
輸出後に還付する方法の二択がある。

• KITE制度利用手順：

1. 会社基本番号（NIPER:Nomor Induk Perusahaan）および会社基本データ（DIPER:Data Induk
Perusahaan）を取得する。

2. 12ヶ月間の原材料輸入および製品出荷計画を添付して税関事務所に申請する。
3. 輸入原材料が引き渡される前に、賦課される諸税総額を保証する。
4. 輸入申告から12ヵ月以内に製品を輸出する。
5. 少なくとも毎6ヵ月毎に輸出実績を報告する。



9. 保税輸入（参考）
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• 原材料を輸入し、売上の50%以上を再輸出する多くの企業はこの制度を活用している。

• 保税区としては、自社の工場建屋を含む敷地全体または建屋の一部を指定する他に、アセアン域
内の物流ハブを目的として作られた制度として、保税物流センター(PLB)もある。

• 保税輸入の場合は、輸入税、前払法人税、付加価値税、奢侈品販売税が免除される。

• 保税の対象には原材料の他に、設備・機械も該当する。

まるわかり保税工場に関する法令

https://www.hmkt.jp/66_hozei.pdf


最新のインドネシア情報はこちらから
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インドネシア進出サポート公式サイト
インドネシア進出準備から撤退までの要点を簡潔にまとめたサイトです
（Googleトップランキング）

インドネシア最新情報ブログ
あらゆる分野での情報を毎日、どんなメディアよりも早く紹介しています

インドネシア進出サポートウエブセミナー
公式サイトに掲載されたセミナースライドサンプルの中から、ダウンロード件
数の多いもの順に音声解説付きのスライドをアップロードしています

愛する二つの祖国である、日本とインドネシアの発展のため、
全てのコンテンツは無料で公開されています

https://www.hmkt.jp/
http://blog.livedoor.jp/kojindonesia/
https://www.youtube.com/channel/UCXghuRz7zRX5jLOXu75rQjQ
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ご清聴ありがとうございました
ここからは質疑応答です
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